
豊中市立庄内さくら学園中学校ＰＴＡ規約 

 

第１章  総則 

第１条（名称） 

この会は、豊中市立庄内さくら学園中学校ＰＴＡと称する。 

第２条（目的） 

この会は、保護者と教職員が協力して、家庭と学校と社会における生徒の幸福の増進

をはかることを目的とする。 

第３条（活動） 

この会は、前条の目的を達成するため、次の活動をする。 

    １．家庭と学校との緊密な連絡によって、生徒の活動を支援する。 

    ２．会員相互の資質向上のために、研修等をすすめる。 

    ３．学校の教育環境の整備をはかる。 

    ４．公教育を充実することを努める。 

    ５．民主的な教育を推し進め、国際理解、親善に努める。 

第４条（方針） 

    この会は、教育を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動する。 

    １．この会は、非営利的、非宗教的、非政党的であって、本会の名においていかなる

営利的企業を支持することも、またその他のいかなる職務の候補者を推薦する

こともできない。 

    ２．この会は、児童、青少年の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および

機関に協力する。 

    ３．この会は、自主独立のものであって、他のいかなる団体の支配統制干渉も受け

てはならない。 

    ４．この会は、学校の管理や人事に干渉しない。 

 

第２章 組織 

第５条（会員） 

    この会は、次の者を会員とする。 

    １．庄内さくら学園中学校に在籍する生徒の保護者 

    ２．庄内さくら学園中学校の校長及び教職員 

    ３．会員は、すべて平等の権利を有する。 

第６条（会計） 

    １．この会の活動に要する経費は、会費、寄付金、およびその他の収入によってま

かなう。 

    ２．会費は、一家庭月額２００円とする。 

    ３．この会計年度は、４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

第７条（役員及び役員の選出） 

   この会の役員は次のとおりである。 

   会長  １名  保護者 

   副会長 ２名  保護者 



   書記  １名  保護者または教職員 

   会計  １名  保護者 

   ＊必要な場合は、特に役職・人数を限定せず、役員団として活動できる。 

（ただし、金融機関との取引等については会計担当を代表者とする。） 

   役員の任期は１ヶ年とする。ただし再任は妨げない。 

 

第８条（役員の選出） 

   １．１２名の委員からなる役員候補者指名委員会をつくる。ただし、原則として役員 

（第７条）は指名委員から除くものとする。 

① 各学年の中から互選により３名を選出、計９名の指名委員を選出する。 

②．教職員の中から互選により２名の指名委員を選出する。 

③．実行委員の中から互選により１名の指名委員を選出する。 

２．役員候補者の名前を発表する前に被指名者の同意を得なければならない。 

   ４．役員は、年度最終の総会において同意を得なければならない。 

   ５．新役員は、４月１日より就任する。 

   ６．指名委員は、委員長１名、副委員長１名を指名委員会の中から選出する。ただし

委員長、副委員長は、子どもが第３学年在籍の者を除外できる。 

   ７．指名委員の選出においては、次の者を除外できる。 

    ① 同委員を務めた保護者の属する世帯。 

    ② 当該年度に実行委員を務めた保護者の属する世帯。 

    ③ 役員（第７条）を務めた保護者の属する世帯。 

第９条（役員の任務） 

    役員の任務は、次のとおりである。 

    １．会長は、この会を代表し、下位の活動を総合的に管理する。 

    ２．副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

    ３．書記は、総会ならびに実行委員会の議事を正確に記録し、各種の会合について

通知する。 

    ４．会計は、本会のすべての金銭の収入、支出を正確に記録し、年度最終の総会に

おいて会計監査委員会の監査を経て決算報告する。 

 

第３章 会議 

第１０条（総会） 

    総会およびその招集は次のとおりである。 

    １．総会は、全会員をもって構成され、本会の最高決議機関である。 

    ２．総会は会長が招集し、定足数は３分の１（委任状を含む）とする。 

    ３．総会は年２回以上開く。ただし実行委員会が必要と認めた場合、または会員の 

５分の１以上の要求があった場合は、会長が臨時に総会を招集する。 

    ４．総会の議決は、出席者の過半数で決める。 

第１１条（実行委員会） 

    実行委員会は、本会の役員、各種委員会の委員長・副委員長、校長、教頭および PTA

担当教職員によって構成される。 

 



第１２条（実行委員会の任務） 

    実行委員会の任務は次のとおりである。 

    １．各種委員会によって次のとおりである。 

    ２．総会に提出する議案を調整する。 

    ３．必要のある場合に、特別委員会を設ける。 

    ４．役員の欠員が生じたとき、総会にはかりこれを補充する。 

    ５．その他、会員により委任された事務を処理する。 

    ６．実行委員会は、会長または委員の２分の１以上の要求があったときに開催する。 

    ７．実行委員会は、委員の２分の１以上の出席を必要とする。 

第１３条（委員会の選定） 

    委員会には、常任委員会、特別委員会、指名委員会及び会計監査委員会の４つがあ

る。 

    １．常任委員会の委員長は、役員及び校長の同意を得て、会長がこれを委嘱する。

任期は１年とする。 

    ２．特別委員会の委員長は、実行委員会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。 

    ３．常任委員会及び特別委員会の委員は、それぞれ委員長によって選ばれる。 

    ４．常任委員会の種類、委員数については、細則にて定める。 

第１４条（会計監査委員会） 

    １．会計監査委員会の委員は、役員及び校長の同意を得て、会長がこれを委嘱する。 

    ２．会計監査委員会の委員長は、委員の互選による。 

    ３．会計監査委員会は必要に応じ、会計監査を行うことができる。 

    ４．会計監査委員会は、その年度の会計を監査し、その結果を年度の最終の総会に

報告する。 

第１５条（細則） 

    １．この会の運営に関し必要な細則は、この規約に反しない限り実行委員会の議決

を経て定める。実行委員会は、細則を制定または改廃した場合は、その結果を

次期総会に報告しなければならない。 

    ２．この規約は、総会において出席者の３分の２以上の賛成がなければ改正するこ

とができない。 

 

第４章 細則 

第１条（総則） 

    １．会員の移動および新役員に関する報告ならびに年間計画および収支予算の審議

決定は、年度当初の総会で行う。 

    ２．会計監査を経た収支決算の報告は、年度最終の総会で行う。 

第２条（常任委員会） 

    常任委員会として、企画委員会、文教保体委員会、施設厚生委員会、広報委員会、生

活指導委員会を置く。 

    １．常任委員会は、委員長、若干名の副委員長および委員で構成する。 

    ２．企画委員会は、各種委員会の意見を総合調整して年間計画を立てる。 

    ３．文教保体委員会は、学校の衛生管理に協力するとともに生徒ならびに会員相互

の親和と教養に関する計画にたずさわる。 



    ４．施設厚生委員会は、会員ならびに生徒の福利厚生をはかるとともに、学校施設

の整備と環境の美化にも協力する。 

    ５．広報委員会は、会員に対し、また必要に応じてその他地域社会ならびに関係諸

機関及び諸団体に対し、情報の伝達、意見の交換に努める。 

    ６．生活指導委員会は、生徒の校外生活の見守りに努める。 

    ７．校長は、学校管理ならびに教育上、各委員会に出席して意見を述べることがで

きる。 

第３条（学級委員会） 

    １．各学年の委員長１名、副委員長１名は、役員および校長の同意を得て、会長が

これを委嘱する。 

    ２．学級委員会は、各学年委員長および副委員長ならびに各学級の会員中より選出

された委員によって構成する。 

    ３．各学級の学級委員会への人数は委員長、副委員長、委員を含む２名とする。 

    ４．学校の教育活動を盛んにするため、担当教職員と保護者の連絡にあたり、教育

環境の整備と学級活動の向上に協力する。 

第４条（改正） 

   この細則は、実行委員会において構成員の３分の２以上の賛同がなければ改正するこ

とができない。改正の結果は、次期総会に報告しなければならない。 

 

 

 

 

 

令和２年（2020年）４月 １日 施行 

 

令和３年（2021年）３月１２日 一部改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


